
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

構成員提出資料 

 

  



 

 

 

永野構成員 

- 1-



資料 
北米・当事者ユースによるシステム・アドボカシー 

 
武蔵野大学／IFCA  永野 咲 

１）アドボカシーと当事者参画の整理 
Ø 誰が、何に対して声をあげるか 
① インケア前後 
・本人が（セルフ・アドボカシー） 
・自身のプランやケアに声をあげる（ケース・アドボカシー） 
②  措置解除（前）後 
・ケアを経験した当事者ユースとして（ピア・アドボカシー／ユース・アドボカシー） 
・制度やケアの改善のために声をあげる（システム・アドボカシー） 

Ø ケース・アドボカシーによって蓄積された「声」を、システム・アドボカシーにつなげることが
重要（でなければ、次世代の状況が変わらない） 

  
 
２）北米・当事者ユースによるシステム・アドボカシーのインパクト 

Ø カナダ・オンタリオ州：1978年「子どもアドボカシー事務所(The Office of Child and Family 
Advocacy)」設立。州議会に直属する公の機関。政府の機関であったが、2007年に独立し議会
直属となった。※現在、オンブズマン制度に統合 

① 個別の権利擁護アドボカシー（Individual Rights Advocacy）：養成されたアドボキットが、子ども
やユースのパートナーとして、子どもの側で子どもの声を聴きながら、苦情やケアに関する相談に対
応し、問題解決までフォローする 

② システム・アドボカシー（Systemic Advocacy）：子どもやユースからの訴えにパターンがある場
合、政策や制度、実践に対して、改善の勧告を行う。子どもたちの生活や将来に関わる決定権を持つ
人々、とりわけ政治家など政策決定者に彼らの声を届ける 

③ コミュニティ開発アドボカシー（Community Development Advocacy）：問題が特定のグループ
に関わる場合、子どもやユースがアドボカシー活動を行えるよう支援する。ユースたちが主体となっ
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た刊行物やイベントなどが大きな社会的反響を呼び、多くの政策変更をもたらした 
④ 調査（Investigation）:児童相談所や委託を受けた機関に対し、社会的養護のもとにある子どもの生

活に関する事柄について調査し、勧告を出す 
⑤ インクエストでの提言：制度のもとにいる子どもが死亡した場合、「検死官法」に基づいて、子ども

の死因を突き止める。アドボカシー事務所は、機関の独立性を維持して、子どもの声を代弁し、積極
的にインクエストに関与する 

Ø カナダ・ブリティッシュ コロンビア州：1993年 Federation of BC Youth In Care Networks
（FBCYICN）が設立。FBCYICNは、ユース・アドボカシーとして当事者の声を政策決定の場に
届けることを目的に、ケアにいた若者たちによって作られた組織。その後、政府からの支援を受
け、現在も運営されている。制度について当事者の声を直に聞くことができる機会が持てると、政
府や児童相談所等に肯定的に評価されている 

Ø 米国・カリフォルニア州：1988年 California Youth Connection（CYC）が活動を開始。後に全
米の当事者参画のモデルとなる。年に１度、120人を超える当事者ユースが集まり、州議会に対し
て直接要望を届ける。30年間で20 の制度・法律の改正を実現している 

Ø 米国・ワシントン州：州の制度策定過程に複数の段階での当事者参画が保証されている。州の児
童家庭局内に、ユース諮問委員会パッション・トゥー・アクション（Passion to Action）が常設
され、政策に対する当事者による諮問が行われている 
 

→こうした当事者ユースによるシステム・アドボカシーは、制度が真に必要とされる方向性を示すこと
で、当事者だけでなく支援者や制度策定者もエンパワメントされると評価されている。 
 
３）ユース・アドボカシー（システム・アドボカシー）のために、日本には何が必要か？  
Ø ユース・アドボカシー団体の安定した組織化 
① 財政的安定：北米の多くの組織で公的な財政サポートが入っている 
② プログラムの安定：ユース・アドボカシーの理念に基づく、トレーニングの普及（ユースの
安全性を守るトレーニング、ユースの内的成長を支えるトレーニング、ユースと支援者のパ
ートナーシップトレーニング etc） ※IFCA(2015)参照 

Ø ユース・アドボカシー（当事者ユースの参画）を前提とした制度設計 
Nothing about us, without us：関連制度の策定や改訂には、当事者の参画を必須とし、制
度策定のプロセスに必ず当事者の参画を保障すること 
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